
 

令和６年度開園予定の認定こども園について 

 

１ 計 画  

別紙「公立幼稚園・公立保育園・公立認定こども園の適正配置計画（令和２～

６年度）（令和４年度公表分）」 

２ 対象園 

 倉敷市まきびの里保育園 

３ 対象園の概要 

創設・沿

革 

 平成４年４月に真備町立大備保育園、薗保育園、まび保育園の

３園を統合し、設立。平成６年４月に真備町立二万保育園を統合。

平成１７年８月合併に伴い倉敷市へ移管。平成３０年７月豪雨に

より園舎が被災したため、復旧工事を行い、令和３年１１月に新

園舎での保育を開始 

所在地  倉敷市真備町有井１２７０番地 

園長  藤田 由美 

園舎 

 園地総面積 ８，８６９．３５㎡ 

 園舎面積  １，６３５．７８㎡ 

 （乳児室１、ほふく室１、保育室４、遊戯室１、調理室１など） 

定員  ２００名（利用定員） 

入園状況 

 １６２名（令和５年４月１日） 

  内訳（０歳２名、１歳２５名、２歳２７名、３歳３４名、

４歳３３名、５歳４１名） 

 

４ 園の概要 

  現在の倉敷市まきびの里保育園の園舎等を使用し、認定こども園とします。 

  認定こども園への移行に伴い、１号認定児（保育を必要とせず、教育のみを希

望する３歳児～５歳児）の受入れを行います。 

５ 保護者等説明 

  令和５年９月以降、在園児及び新入園児の保護者に対して、順次、説明を行っ

てまいります。 

教育企画総務課・学事課 



 

 

 

 

公立幼稚園・公立保育園・公立認定こども園の適正配置計画（令和２～６年度）  

（令和４年度公表分） 

 

倉敷市教育委員会 

倉敷市保健福祉局 

 

 

１ 趣旨 

  平成２７年度から施行されている子ども・子育て支援新制度の趣旨である、「質の高い幼児教育及び保育

の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保」の必要性があり、それに加えて、令和元年１０月からの幼児

教育・保育の無償化の実施による保育需要の変化に対応していきながら、本市の喫緊の課題である待機児

童対策を図るため、さらなる公立幼稚園・公立保育園・公立認定こども園の活用が必要とされておりま

す。 

また、保育者の確保が非常に厳しい状況であることや今後の少子化を勘案し、公立園の早急な適正規模

での運営の必要性がでてきております。 

  そこで、平成２５年度から令和元年度までを計画年度として実施してきた「公立幼稚園・公立保育園の

適正配置計画」を踏まえ、公立幼稚園・公立認定こども園の多機能化や公立幼稚園・公立保育園の認定こ

ども園への移行などを実施し、子どもたちにとってよりよい幼児教育及び保育の環境の創出を目指しま

す。 

 

２ 計画の考え方 

  子ども・子育て支援新制度の施行により、「満３歳からの質の高い幼児教育及び保育の総合的な提供」が

求められ、計画的に３歳児保育の需要に対応した結果、３歳児の就園率が飛躍的に向上しました。 

一方で、保育園入所希望の低年齢化による待機児童対策として実施した小規模保育事業等からの３歳児の

受け皿の確保や、幼児教育・保育の無償化に伴う長時間保育を希望する保護者への対応を早急に実施してい

く必要があります。 

さらに、地区によっては待機児童が解消できていない状況や著しい園児数減少に伴い集団規模の確保が厳

しい公立幼稚園が生じている状況にあります。 

そのため、保護者ニーズの変化、待機児童対策や集団規模の適正化の観点から、各地区における就学前

児童数の推移や待機児童の見通し、建物の状況や園庭の面積などを勘案したうえで、「幼稚園・認定こども

園の多機能化」や「認定こども園への移行」、「幼稚園の統合」などに取り組んでまいります。 

さらに、園児数の減少や保護者の就労状況の変化に伴う、今後の公立幼稚園の在り方については、平成

２２年９月の倉敷市立幼稚園教育研究協議会答申「倉敷市立幼稚園の今後の在り方について」を踏まえて

平成２９年９月に公表した「公立幼稚園のあり方について」の総論のもと、社会全体のニーズにあった公

立幼稚園運営を実施していきます。 

また、市立の幼児教育・保育者養成校である倉敷市立短期大学と連携し、今後の公立園の幼児教育・保

育の在り方について、引き続き検討を進めていきます。 

 

（１）幼児教育における集団規模の確保 

公立幼稚園における、４・５歳児合わせた園児が、３０人に満たない集団で３年以上継続し、以後３年

間の推計でも園児数の大幅な増加が見込めない場合は、地域事情に配慮を行いながら、順次、公立幼稚園

の統合を行い、集団規模の確保に努めます。 

また、令和５年度以降、公立幼稚園において、３歳児保育実施園は「３歳児」、３歳児保育未実施園は

「４歳児」の新入園児が３名に満たない園については、その歳児の受入は行わず、近隣の公立幼稚園・認

定こども園での受入を原則とします。 

加えて、引き続き、近隣に私立幼稚園、民間保育園や私立・民間認定こども園がある場合は、その園で

希望者を受入れていただくなどで、幼児教育における集団規模の確保を進めていきます。 

 

 



 

 

 

 

 

（２）待機児童対策及び幼児教育・保育の無償化への対応 

（１）に関わらず、就学前の児童の増加が見込まれ、待機児童が発生し、又は発生が懸念される地域にお

いては、私立幼稚園や民間保育園からの認定こども園への移行状況や地域型保育事業の実施状況、建物や

園庭の状況、職員の状況などを勘案したうえで、公立園の認定こども園への移行などを実施します。 

 

３ 計画の進め方 

（１）幼稚園・認定こども園の多機能化について 

３歳児保育と預かり保育を地域の待機児童等の状況に応じて、幼稚園・認定こども園の多機能化を図り

ます。 

・幼稚園の３歳児保育については、３２園で実施し、預かり保育については２３園で実施することで、就

園率や利用率等から公立幼稚園では十分な受入数の確保ができているため、当面、新たな園での実施は

行いません。 

・認定こども園の多機能化については、３歳児以上の認定こども園での２歳児保育を検討します。 

 

（２）認定こども園への移行について 

ア 倉敷地区 

敷地の有効活用を図りながら待機児童対策として、幼稚園からの移行や隣接の保育園と幼稚園の統

合による認定こども園を開園します。   

令和３年度開園 

庄認定こども園 

 

イ 水島、児島、玉島、真備地区 

入園希望者が減少している近隣公立幼稚園からの受け皿整備のため、保育園から認定こども園への移

行を実施します。 

令和２年度開園 令和５年度開園 令和６年度移行 

第五福田認定こども園 田の口認定こども園 まきびの里保育園 

    まきびの里保育園については、周辺公立幼稚園への入園希望者の減少が見受けられるため、集団規

模確保の観点から真備地区の公立幼稚園での受入ができなかった園児を優先に令和５年度から１号認

定児の受入を実施します。 

 

（３）幼稚園の統合について 

公立幼稚園において、集団規模の適正化のため、４・５歳児合わせた園児が、３０人に満たない集団

で３年以上継続した幼稚園の統合については、幼児教育・保育の無償化の影響等を考慮しながら実施し

ます。 

なお、幼児教育に必要な集団規模の確保が著しく困難な園については、在園児の状況等に配慮しなが

ら、休園とします。 

真備地区においては、災害からの復興を最優先としていきますが、まきびの里保育園の認定こども園へ

の移行後の園児の状況を勘案したうえで、真備地区全体での幼児期における集団規模の確保のため、公立

幼稚園の再編を進めます。 

なお、連島西浦幼稚園は統合後、連島幼稚園とし、３歳児保育と預かり保育を実施します。 

連島東幼稚園で実施している預かり保育については、利用率等を勘案し、令和５年度から新規受入は

実施しません。 

令和４年度統合園 令和５年度統合園 令和７年度統合園 

赤崎幼稚園（味野幼稚園へ） 
小川幼稚園（味野幼稚園へ） 

乙島幼稚園（玉島幼稚園へ） 
連島東幼稚園（連島西浦幼稚園へ） 


